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パブリックコメントで寄せられた意見の概要及び市の考え方 

 

平成２８年１１月１日から１１月３０日までの間、海津市第２次総合計画(案)について

意見等の募集を行った結果、７人の方から１３件の意見等をいただきました。これらの意見

について適宜要約したうえ、それに対する市の考え方を次のとおり公表します。貴重なご意

見を賜り、ありがとうございました。 

１ 意見の概要 

①無作為抽出のアンケートをやめ、自治会長を通じ全世帯に配布・回収してはどう

か。 

②各自治会に地域活性化委員を新設し、地元の行事等を積極的に支援してはどうか。 

市の考え方 

①市民の皆さまのご意見をしっかり把握できるように、アンケート調査の実施方法

につきましては、今後も検討してまいります。 

②具体的な事項につきましては、今後、検討してまいります。 

２ 意見の概要 

①今までの海津市総合開発計画の総括はどうなっているのか。 

市の考え方 

①海津市総合開発計画の総括は行った上で、今回の計画を策定いたしております。総

括といたしまして、地域医療・福祉、自然環境保全、教育・文化、産業、市民参画分

野では、概ね目標を達成しておりますが、快適な生活環境、行財政運営につきまして

は目標を達成できなかった指標が半数程度ありました。また、アンケート調査におき

ましても、市民意向としては公共交通、買い物環境、防災・防犯・交通安全対策、子

育て等の充実を求める割合が高い状況となっています。この総括をもとに、本計画に

おいて方針を定めております。 

３ 意見の概要 

①海津市が合併して１２年、海津市総合開発計画が策定されて１０年にあるが総括

が必要ではないか。海津市第２次総合計画にどのように生かされているのか。 

②人口減少に歯止めをかけることを重要な課題と捉えるなら、「総人口」ではなく「生

産年齢人口」の維持向上を目指すほうが、具体的施策がより明確にできるのではない

か。 

市の考え方 

①２と同じです。 

②本計画で位置づけている施策は、生産年齢人口の維持向上を目指すものも含まれ

ておりますが、総合的な指針としての本計画におきましては、総人口を基本として取

り扱っております。 
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４ 意見の概要 

①インターチェンジの完成により企業誘致を促進するとあるが、農林漁業の振興に

とっても、良いきっかけではないか。重点施策となっているが、基本計画にない。 

②「海津市第２次総合計画は、まちづくりの最上位計画となります。」とあるが、策

定された「海津市創生総合戦略」とはどのような関係になるのか。 

③「海津市第２次総合計画は、国土強靭化地域計画とともにまちづくりの最上位計画

となります。」とあるが、「国土強靭化地域計画」とはどのような計画で、「海津市第

２次総合計画」とはどのような関係になるのか明確でない。 

市の考え方 

①基本計画の施策「流通システムの充実」に基づき、今後は具体的な事業展開を図る

こととなります。 

②本計画は市の行政運営の総合的な指針となる計画です。創生総合戦略は人口減少

という海津市の課題に特化したものとなりますので、互いに連携して相乗効果によ

り海津市全体の振興・発展を進めることとなります。 

③「国土強靭化地域計画」は、国土強靭化基本法の規定に基づき策定するもので、ど

んな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靭な

海津市を作り上げることを目的としております。一方、総合計画は、海津市総合計画

策定条例に基づき、市の行政運営の総合的な指針となる計画であり、ともにまちづく

りの最上位計画として整合性を図りながら取り組むこととなります。 

５ 意見の概要 

①土地利用の基本方針で、ゾーニングされているが、企業誘致を促進するゾーンはど

こか。 

②愛知県へのバスの乗り入れを検討できないか。例えば、海津市役所と津島駅間な

ど。 

市の考え方 

①インターチェンジ整備の効果を考えると、企業誘致はインターチェンジ周辺が想

定されます。ゾーニングでは、「機能集積ゾーン」になります。 

②養老鉄道養老線の利用促進を第１に考えておりますので、愛知県側へのバス運行

は考えておりません。 

６ 意見の概要 

①ホテルの誘致はどのあたりを考えているのか。 

②高齢者が運転する自動車の事故が多いが、免許証の返納に関する制度などは考え

ていないか。 

市の考え方 

①具体定な場所については今後検討していくこととなります。 

②市では、６５歳以上の高齢者を対象に「高齢者運転免許証自主返納事業」を実施
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しており、５，０００円相当のコミュニティバス回数券等を交付するなどの支援を

しております。 

７ 意見の概要 

①健康づくりにおける特に受動喫煙対策について、住民の健康寿命を延ばし、重症

化予防、要介護の減少のため、また子ども・妊産婦・アレルギーなど感受性の高い

方を含めた非喫煙者を受動喫煙の危害から守るために、健康の基本として、課題と

なる重点施策の実施をお願いします。 

市の考え方 

①「たばこ」に関しましては、総合計画の「主体的な健康づくりの推進」並びに、

個別計画の「かいづ健康づくりプラン」において、７つの対象分野の１つに「たば

こ」を取り入れ、現状課題を整理し行動目標を設定しています。現在、第２次かい

づ健康づくりプラン（案）の策定中であり、頂戴した意見につきましてはこの中で

検討してまいります。 

 


